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肝炎治療特別促進事業におけるテノゼット錠の取扱いについて 
 
 
 標記事業につきましては、日頃より御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 
今般、本年３月２４日付けで製造販売が承認されたテノゼット錠 300mg（一

般名：テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩錠）について、本日付けで薬価収

載され、保険適用となりました。 
これにより、本事業における B 型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療

として助成対象に含まれることになりますので、御承知おきください。 
なお、上記運用の一部変更に係る肝炎治療特別促進事業実施要綱等の改正は

ありません。また、肝炎治療受給者証の交付申請書と申請に係る診断書につい

ては、当面「治療内容」の「その他」の欄に薬剤名や一般名を記載する等で現

行の様式をそのまま使用して差し支えありません。 

 


